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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって，JIS K 0125:1995 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 K 0125：2016 
 

用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法 

Testing methods for volatile organic compounds in  

industrial water and waste water 

 

1 適用範囲 

この規格は，工業用水及び工場排水中の揮発性有機化合物のうち，ジクロロメタン，ジブロモクロロメ

タン，テトラクロロメタン（四塩化炭素），トリクロロメタン（クロロホルム），トリブロモメタン（ブロ

モホルム），ブロモジクロロメタン，1,2-ジクロロエタン，1,1,1-トリクロロエタン，1,1,2-トリクロロエタ

ン，1,1-ジクロロエテン（1,1-ジクロロエチレン），cis-1,2-ジクロロエテン（cis-1,2-ジクロロエチレン），

trans-1,2-ジクロロエテン（trans-1,2-ジクロロエチレン），テトラクロロエテン（テトラクロロエチレン），

トリクロロエテン（トリクロロエチレン），1,2-ジクロロプロパン，1,3-ジクロロ-1-プロペン，1,4-ジクロロ

ベンゼン（p-ジクロロベンゼン），ジメチルベンゼン（キシレン），ベンゼン，メチルベンゼン（トルエン），

クロロエチレン（塩化ビニルモノマー），1,4-ジオキサン及びホルムアルデヒドの試験方法について規定す

る。 

注記 1 この規格の試験方法別測定対象物質一覧を，附属書 G に示す。 

注記 2 括弧内に慣用名を記載した化合物の名称については，以下，それらを用いる。 

1.1 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS K 0094 工業用水・工場排水の試料採取方法 

JIS K 0101 工業用水試験方法 

JIS K 0102 工場排水試験方法 

JIS K 0114 ガスクロマトグラフィー通則 

JIS K 0123 ガスクロマトグラフィー質量分析通則 

JIS K 0211 分析化学用語（基礎部門） 

JIS K 0215 分析化学用語（分析機器部門） 

JIS K 0512 水素 

JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水 

JIS K 1107 窒素 

JIS K 8027 アセチルアセトン（試薬） 

JIS K 8034 アセトン（試薬） 

JIS K 8061 亜硫酸ナトリウム（試薬） 

JIS K 8102 エタノール（95）（試薬） 


